


～～～働働働きき盛盛盛りりの『『ここれれれかからら作作作るる』老老齢齢年金！～～働き盛りの『これから作る』老齢年金！～
公的保険について知ろう!!

「老齢年金」とは？　公的年金の被保険者が一定の年齢に達したときに支給される年金のこと
をいいます。老齢基礎年金、老齢厚生年金があります。

■１年間の保険料納付で

　２万円ずつ増える国民年金！

　年金は、ともすると「もらう」

という言葉で表現してしまいがち

ですが、実は「作る」ものです。

　国民年金は、１年間保険料を納め

ることにより約２万円ずつ将来の年

金額が増えます。従って40年保険

料を納めると65歳から年間約80万

円の老齢基礎年金（国民年金）が手

に入ります。しかし、加入期間が20

年と短くなれば２万円×20年とな

り、老齢基礎年金は約40万円です。

■会社員期間が長く、年収が

　多いほど増える厚生年金！

　厚生年金は「年収×0.55％×加

入年数」が概算の公式です。例え

ば年収（働いている期間の平均

額）が500万円で会社員を30年継

続すると、500万円×0.55％×30

年＝825,000円の老齢厚生年金が

終身で受給できるということにな

ります。厚生年金は国民年金の上

乗せですから、会社員期間が長い

方、年収が多かった方は必然的に

老齢年金額が多くなります（厚生

年金の計算の対象となる年収には

上限があります）。

　上記は50歳以上のねんきん定期
便です。男性で昭和36年4月1日よ
り前に生まれた方、女性は昭和41
年4月1日よりに前に生まれた方で
厚生年金加入が１年以上ある場合、
65歳より前に「特別支給の老齢厚
生年金」が支給されますが、その場
合Ａに金額が示されます。Ｂは65

歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年
金額が記載されます。
 ここに記載される金額は、ねんき
ん定期便発行時点の給与額が60歳
まで継続したと仮定して計算された
「見込み額」です。従って今後年収
の増減が起こると実際の年金額は変
動します。

 公的年金には、物価の上昇
率と同等に年金額を増やす仕
組みがあります。しかし、マ
クロ経済スライドの適用によ
り、昨年の実質年金額は目減
りしました。現役の人たちは
老後のために「年金額」その
ものを増やす努力が必要です。

日本年金機構から送付される『ねんきん定期便』 （表面）

ＡＡ ＢＢ

　上記は50歳未満のねんきん定期
便です。Ｃには、ねんきん定期便発
行時点までの保険料納付実績に応じ
た年金額が記載されているので、今
後の保険料納付見込み年数、今後の
年収見込み額と厚生年金加入年数を
加算することにより65歳からの年

金額を試算することが可能です。
　国の年金制度に不安や不満を抱え
る方も多くいらっしゃいますが、ま
ずは年金は自らが「作るもの」、自
らが保険料を支払い「増やすもの」
と心得、これからの生活設計をされ
ることをお勧めします。
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　あなたの会社の貴重な資産である「ヒト」。従業員の皆さんがいつも元気で、高
いパフォーマンスを発揮して働いてくれることが会社の成長と発展につながります。
しかし、一日のうちの多くを過ごす職場では、いろいろな要因で健康を損なう可能
性があり、経営者としては、その原因をあぶり出し、極力排除する責任があります。
今回は、従業員の皆さんの「健康リスク」について考えてみましょう。

従業員の健康リスク、どう対応しますか？
ＮＰＯ法人リスク・エイド　副代表理事　　伊集院　剛史

●不調になる原因は何だろう？

●腰痛はどうして起こる？

　経済産業省では国民の健康寿命の延伸策と
して、企業による「健康経営」の取組みを進
めています。健康でいきいきと働けることは、
従業員、企業にとって生産性の向上など、大
きなメリットがあります。
　では、職場で発生する不調は、どんなこと
が原因で起こるのでしょうか？
　不調原因を探るデータの一つとして、平成
29年度に労災認定を受けた「業務性疾病
（けがを含む）」の症状別内容（図表参照）
をみると、64％が「災害性腰痛（急激な力
が腰にかかって引き起こされた腰痛）」とな
っています。
　その他の腰痛（非災害性）もあり、労災認
定に至らないものを含めると、仕事が関係す
る腰痛は非常に多くの会社で発生しており、
これらの原因に適切な対応をとることは健康
リスク対応としては大きな意味があります。

を少なくする、補助器具を使用するなど、立
ち座りについては長時間同じ姿勢をとらな
い、机やいすの高さを調整するなど、ちょっと
した工夫が腰痛発生の予防につながります。

「健康経営」とは？　従業員等の健康管理を「一人ひとりの活力ＵＰ→生産性の向上→組織の活性化→業
績向上」というような経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

（図）平成29年　業務性疾病発生状況（疾病別）

　腰痛が起こりやすい作業としては、重量物
の上げ下ろし、長時間の立ち・座り作業、介
護、看護、車両運転の作業が挙げられます。
　これらの作業が行われる環境・姿勢・動作
を改善することで発生確率を下げることが可
能です。例えば、重量物の上げ下ろしに関し
ては身体を対象物に近づける、身体のひねり

●「労災事故は保険でカバー」だけでなく、
　起きないための取組みを
　今回は最も発生頻度の高い腰痛を例に挙げ
ましたが、労災は腰痛以外にも熱中症やケガ、
脳・心臓疾患、メンタル（精神障害）などさ
まざまです。発生に備えて保険加入も大切で
すが、なによりも従業員の皆さんがそのよう
な状況に陥らないような対策を講じることが
まず優先されるべきでしょう。
　会社がそのような対策を講じていることを
従業員の皆さんが知ることで、職場の雰囲気
もよくなり、目標に向かって一丸となれる効
果も期待できます。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 損害保険代理店活用シリーズ
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※厚生労働省発表の
　調査資料を基に作成
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